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よくあるお問合せ(FAQ) 随時更新

Q事業概要を教えてほしい。
A新分野展開や業態転換、事業・業種転換、事業再編⼜はこれらの取組を通じた規模の拡
⼤等の事業再構築に意欲のある中⼩企業等を⽀援する事業です。詳細についてはPR資料や
概要資料をご確認ください。

PR資料（P19）：
こちらをクリック 経済産業省PR資料（P19）

概要資料：
こちらをクリック

Q申請はいつから始まるのか。
A現時点では未定です。今後、国会での第３次補正予算のご審議・成⽴を経て、事務局等
を選定し、公募の準備を進めることとなります。可能な限り早期に公募開始できるよう、
準備してまいります。

Q事業再構築指針や公募要領はいつ公表される
のか。

A現時点では未定です。事業者の⽅々が事前に申請の準備をしていただけるよう、公募開
始前には公表することを予定しております。

Q中堅企業の定義はあるのか。
A現時点では未定です。公募要領等で提⽰いたしますのでもうしばらくお待ちください。

https://www.meti.go.jp/main/yosan/yosan_fy2020/hosei/pdf/hosei3_yosan_pr.pdf
https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/yosan/2020/201224yosan.pdf
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Q⼩規模事業者や個⼈事業主も対象となるの
か。

A対象となります。⽀援の対象となる中⼩企業の範囲は、中⼩企業基本法と同様となりま
す。

Q認定⽀援機関とは何か。
A「認定経営⾰新等⽀援機関」のことを指します。詳細は中⼩企業庁のホームページに掲
載されている「認定経営⾰新等⽀援機関⼀覧」をご覧ください。
こちらをクリック

Q卒業枠とは何か。
A事業再構築を通じて中⼩企業から中堅企業⼜は⼤企業へ成⻑する事業者を⽀援する特別
枠となります。通常枠に⽐べて、補助上限額を1億円まで引き上げ、より⼿厚い⽀援を⾏い
ます。卒業枠を利⽤する事業者は①事業再編等、②新規設備投資、③グローバル展開のい
ずれかにより、資本⾦⼜は従業員を増やし中堅企業⼜は⼤企業へ成⻑していただくことが
条件となります。

Q売り上げ減少要件の「コロナ以前」とはいつ
を想定しているのか。また、「任意の3か⽉」
は連続していなければならないのか。

A売上⾼減少要件の具体的な確認⽅法や考え⽅は、公募要領等で詳細を提⽰いたしますの
でもうしばらくお待ちください。また、「任意の3か⽉」は連続している必要はございま
せん。

Qものづくり補助⾦などの他の補助事業との併
⽤は可能か。

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/
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A原則として、同⼀の事業や機械装置等に対して、複数の国の補助⾦を受給することはで
きません。ただし、他の国の補助事業とは別の事業を⾏う場合は、補助対象となり得ま
す。

Q認定⽀援機関への報酬は必要か。また、報酬
は補助対象となるのか。

A中⼩企業庁が認定⽀援機関への報酬を必須とするような要件は設けていません。それぞ
れご利⽤頂く機関と御相談下さい。また、補助⾦申請の際の資料作成に係る経費（認定⽀
援機関に対する事業計画策定のためのコンサル料等）は補助対象外となります。

Q申請に際して、概要資料の「対象」に記載さ
れている3点（①売上⾼の減少 ②認定⽀援機
関等と事業計画を策定 ③付加価値額の増加）
は全て満たす必要があるのか。

A全て満たす必要があります。③については、当該条件を満たす事業計画を策定していた
だくこととなります。

Q付加価値額の定義は何か。また、付加価値額
増加の要件を達成できなかった場合、補助⾦の
返還等のペナルティはあるのか。

A付加価値額の定義は、営業利益、⼈件費、減価償却費を⾜したものとする予定です。補
助⾦の返還等のペナルティについては、現時点では未定です。
 


